
入院時食事療養（Ⅰ）に係る食事療養について 

 

 

 当院では、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄

養士によって管理された食事を適時（夕食については午後 6時以

降）、適温で提供しております。 

 

改正の内容 

 食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応とし

て、令和７年４月１日より、入院時の食費の基準が見直されます。 

 

 

 

 

 

※1食あたり 

 

令和７年４月１日改訂 

本荘第一病院  院長 

６７０円 ６９０円 

４９０円 ５１０円 

２３０円 ２４０円 

１１０円 １１０円 

＋20 円 

＋20 円 

＋１0 円 

変更なし 


